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行政・人権相談

お 知 ら せ

　行政相談は行政相談委員、人

権相談は人権擁護委員が担当し

ます。

五所川原地区（行政相談）

▽４月12日㈭ 10：00～12：00

▽４月26日㈭ 10：00～12：00

　市役所２階市民相談室

問　市民課　内線2317

金木地区（行政・人権合同相談）

▽４月18日㈬　10：00～15：00

　金木総合支所４階第２会議室

問　金木総合支所　内線3104

市浦地区（行政・人権合同相談）

▽４月10日㈫　10：00～15：00

　青森あすなろホール市浦

問　市浦総合支所　内線4010

法務局人権相談

▽月曜～金曜日（祝日を除く）

　８：30～17：15

　五所川原支局１階人権相談室

問　青森地方法務局五所川原支局

　　℡34－2330

人権擁護啓発メッセージ
　（平成29年度人権教室より／

　市浦小４年生）

いじめを見たら勇気を出して大
人に教えます

　所得課税証明書等が発行できない
　など、さまざまな行政サービスが
　行き届かなくなる場合があります。
＊確定申告をされる場合は、税務署
　での手続きをお願いします。
＊ご本人が申告できないやむを得な
　い事情がある場合やご不明な点に
　ついては、お問い合わせください。
問　税務課　内線2225
　　金木総合支所総合窓口係
　　内線3114
　　市浦総合支所総合窓口係
　　内線4014

ごしょがわら圏域創業相談ルーム

　市では、五所川原圏域定住自立圏
の２市４町の広域連携により、創業
をめざす方や事業者の新たな事業展
開を促進するため「ごしょがわら圏
域創業相談ルーム」を開設します。
　創業・起業支援の専門家「インキ
ュベーションマネジャー」が構想・
企画の段階から創業・起業に至るま
で、ご相談に応じます。創業・起業
に関心をお持ちの方から、具体的に
創業・起業をお考えの方まで、ぜひ
ご利用ください。
日時　毎週火曜日（第５火曜日除く）
　10：00～16：00
場所　市民学習情報センター２階第
　２教室
料金　無料
申込先　商工労政課　内線2553
＊ご利用の際は、事前に予約が必要
　です。　
＊上記以外でご希望の方は商工労政
　課までご連絡ください。

河川愛護モニター

活動内容　河川愛護モニター巡視月
　誌の提出／岩木川に関する地域住
　民からの情報提供や、河川につい
　ての異常を発見した場合の通報／
　河川関係行事等への参加など。
活動区間　保安橋（鶴田町）から五
　所川原大橋区間（岩木川右岸）
期間　７月～平成31年６月（予定）
手当　月額4,500円程度
申込み　５月11日㈮必着で履歴書と
　「川とのかかわり」について簡単
　に記述したもの（任意様式）を郵
　送してください。
募集人員　１人

＊応募多数の場合は選考します。
＊応募資格等詳細はお問い合わせく
　ださい。
申込先　国土交通省青森河川国道事
　務所河川占用調整課
　〒030－0822
　青森市中央３丁目20－38
　℡017－734－4537
　　警察安全相談電話　℡＃9110　　警察安全相談電話　℡＃9110児童扶養手当、特別児童扶養手
当および特別障害者手当等受給
者の皆さんへ

　平成30年度の物価変動率（0.5％）
に基づき、児童扶養手当、特別児童扶
養手当、特別障害者手当等は４月から
0.5％の引き上げとなります。
４月以降の手当月額

▽児童扶養手当（８月振込分から）
　全部支給…42,500円
　一部支給…42,490円～10,030円

▽特別児童扶養手当
　（８月振込分から）
　１級…51,700円
　２級…34,430円

▽特別障害者手当等
　（５月振込の４月分から）
　特別障害者手当…26,940円
　障害児福祉手当…14,650円
　福祉手当…14,650円
問　家庭福祉課　内線2439

し～うらんど海遊館
料金改定、営業時間変更

　し～うらんど海遊館の入館料が４
月１日㈰から変更となります。
　また、営業時間が４月から通常営
業時間となります。
料金改定

▽入館料
　大人（中学生以上）1,080円（税込）
　／小人（４歳～小学生）540円
（税込）

▽個人月会費
　5,400円（税込）／月
営業時間
　10：00～21：00　（最終受付20：00）
定休日　毎週火曜日（祝日は営業）、
　７月・８月は無休で営業します。
＊し～うらんど無料送迎バス時刻も
　一部変更あり。
＊詳細はお問い合わせください。
問　し～うらんど海遊館
　　℡27－7373

市民税・県民税の申告はお済み
ですか

　平成30年度（平成29年分）市民税
・県民税の申告をまだしていない方
は、忘れずに行いましょう。
　収入がない方でも、申告が必要な
場合があります。
　詳細は、本紙１月号と同時配布し
た「平成30年度市民税・県民税申告
のお知らせ」に掲載されていますの
で、ご確認ください。こちらは、市
ホームページへも掲載しているほか、
税務課や各総合支所窓口にも備え付
けてあります。
＊申告が必要な方が申告しなかった
　場合、国民健康保険税や後期高齢
　者医療保険料、介護保険料等が適
　正に計算されないことがあるほか、


